
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
健
康
診
断
の
通
報
又
は
報
告
）

（
健
康
診
断
の
通
報
又
は
報
告
）

第
二
十
七
条
の
五

定
期
の
健
康
診
断
の
実
施
者

（
次
項
に
お
い
て「
健
康
診
断
実
施
者
」と
い
う
。）

は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
行
っ

た
定
期
の
健
康
診
断
及
び
法
第
五
十
三
条
の
四
の

規
定
に
よ
っ
て
診
断
書
そ
の
他
の
文
書
の
提
出
を

受
け
た
健
康
診
断
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
期
間
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
同
年
四
月
十
日

ま
で
に
、
法
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
（
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
従
い
、
通
報
又
は
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
の
五

定
期
の
健
康
診
断
の
実
施
者

（
以
下
次
項
に
お
い
て
「
健
康
診
断
実
施
者
」
と

い
う
。）は
、
法
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ

て
行
っ
た
定
期
の
健
康
診
断
及
び
法
第
五
十
三
条

の
四
の
規
定
に
よ
っ
て
診
断
書
そ
の
他
の
文
書
の

提
出
を
受
け
た
健
康
診
断
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
、
一
月
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
翌
月
の

十
日
ま
で
に
、
法
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
（
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
従
い
、
通
報
又
は

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２

健
康
診
断
実
施
者
は
、
法
第
五
十
三
条
の
五
の

規
定
に
よ
っ
て
診
断
書
そ
の
他
の
文
書
の
提
出
を

受
け
た
健
康
診
断
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
同
年
四
月

十
日
ま
で
に
、
法
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規

定
に
従
い
、
通
報
又
は
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

健
康
診
断
実
施
者
は
、
法
第
五
十
三
条
の
五
の

規
定
に
よ
っ
て
診
断
書
そ
の
他
の
文
書
の
提
出
を

受
け
た
健
康
診
断
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
一
月
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
翌
月
の
十

日
ま
で
に
、
法
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定

に
従
い
、通
報
又
は
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二

十
七
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
降
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
っ
て
行
っ
た
結
核
に
か
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
医
師
の
健
康
診
断
、
同
法
第
五
十
三
条
の
二

の
規
定
に
よ
っ
て
行
っ
た
定
期
の
健
康
診
断
並
び
に
同
法
第
五
十
三
条
の
四
及
び
第
五
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
っ

て
診
断
書
そ
の
他
の
文
書
の
提
出
を
受
け
た
健
康
診
断
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令和年月日 火曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
三
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎




